
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※別表２の上限額を上回る場合でも，追加資料の提出等により「自費のみでの 

派遣プログラムへの参加が困難な者」と判断される場合がありますので， 

所属学部・研究科の学務係（または学務部国際課）へご相談ください。 

 

 


